
公的年金等の源泉徴収票の
発送について

みんなの年金ガイド知って
おきた

い

公的年金等の源泉徴収票とは
・平成２７年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受
けとられた皆さまに、平成２７年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税
額等をお知らせする『平成２７年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構からお送り
します。
・『公的年金等の源泉徴収票』は、所得税および復興特別所得税の確定申告（住所地を管
轄する税務署で受付）の際の添付書類等として必要となりますので大切に保管してくださ
い。

源泉徴収票送付スケジュール
・１月１３日（水）～１９日（火）にかけて、順次発送されています。

源泉徴収票の再交付の受付
・源泉徴収票の再交付の受付は、 ねんきんダイヤルで平成２８年１月４日より承っており
ます。
　ねんきんダイヤル：０５７０－０５－１１６５
　０５０始まる電話でおかけになる場合：０３－６７００－１１６５
・再交付のみの申請の場合は、ご本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所と、電話を
おかけになった方の氏名、ご本人との続柄、電話番号の確認があります。
　なお、源泉徴収票は、日本年金機構に登録されているご本人の
住所宛へ郵送となります。
　また、電話による再交付の場合は、発送まで２週間程度かかり
ますので、お急ぎの方は、お近くの年金事務所または街角の年金
相談センターでご相談ください。

◆問い合わせ先　　請求手続きや届け出など　ねんきんダイヤル　　10570－05－1165
　　函館年金事務所　・加入手続きや納入相談など　国民年金課　　10138－56－1165
　　　　　　　　　　・障害年金の請求手続きなど　お客様相談室　10138－82－8002
　　役場窓口　　　　　住民生活課社会係（窓口５番）　　　　　　10137－62－2112（内線245）
　　　　　　　　　　　熊石総合支所住民サービス課　　　　　　　101398－2－3111

番号のかけ間違いにご注意ください

詳しくは、お近くの「年金事務所」へおたずねください

年金相談は完全予約制です。ご希望の方は、住民生活課社会係（☎0137－62－2112）までご連絡願います。

今月の年金相談
2月17日（水）

10:40～12:00
13:00～15:00

第1・2会議室

完全予約制
2月12日（金）前までに
お申し込みください
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